
平成２１年度宜野湾市特定事業主行動計画実施状況 
 
 平成２１年度の宜野湾市特定事業主行動計画について、その実施状況を報告します。 
 
（１） 計画の周知及び研修 

・庁内ＬＡＮに掲載し、行動計画の周知徹底を図りました。また、平成２２年度に向け

て特別休暇の制度についてのパンフレットを作成、庁内ＬＡＮに掲載しました。 
※パンフレット作成・周知（平成２２年４月） 
「新しい命を授かったら・・・（妊娠・出産・育児に関する諸手続き、休暇申請について）」 
 

（２） 妊娠中及び出産後における配慮 
・母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等について, 
該当職員の相談に応じ個別に制度の説明を行いました。 
産前産後休暇取得率 対象者 取得者 割合 
平成１７年度 １２人 １２人 100.0％ 
平成１８年度 １２人 １２人 100.0％ 
平成１９年度 １６人 １６人 100.0％ 
平成２０年度 ２２人 ２２人 100.0％ 
平成２１年度 ２３人 ２３人 100.0％ 

計 ８５人 ８５人 100.0％ 
 

育児休業取得率（女性） 対象者 取得者 割合 
平成１７年度 １５人 １５人 100.0％ 
平成１８年度 １９人 １９人 100.0％ 
平成１９年度 ２２人 ２２人 100.0％ 
平成２０年度 ２８人 ２８人 100.0％ 
平成２１年度 ３７人 ３７人 100.0％ 

計 １２１人 １２１人 100.0％ 
 
（３） 子育てにおける父親の休暇の取得の促進 

・子の出生時における諸手続きの際、制度の周知徹底を図りました。また、平成 
２２年度から配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無に関わらず、取得で 
きるよう整備を行いました。 
育児休業取得率（男性） 対象者 取得者 割合 

平成１７年度 １９人 １人 5.3％ 
平成１８年度 １９人 １人 5.3％ 
平成１９年度 １５人 １人 6.7％ 
平成２０年度 ２５人 １人 4.0％ 
平成２１年度 １９人 ０人 0.0％ 

計 ９７人 ４人 4.26％ 



（４） 育児休業を取得しやすい環境の整備等 
① 育児休業に伴う臨時的任用制度の活用 
 産前産後休暇中や育児休業期間中については、代替要員の確保を図りました。 
 

（５） 超過勤務の縮減 
① 一斉退庁日等の実施 
毎週水曜日に設定されているノー残業デーをさらに推進し、庁内放送及び「健康だより」

による定時退社に向けた呼びかけを行いました。 
② 超過勤務の縮減のための意識啓発等 
超過勤務削減の取組の重要性について認識し、職員の意識改革を図るため、毎月の超過

勤務者の把握や産業医等の健康相談等の実施に向けて検討し、平成２２年度から過重労

働者を対象に産業医等の健康相談を実施しております。 
 

（６） 休暇の取得の促進 
① 連続休暇等の取得の促進 
職員への文書通知により、夏季休暇と併せた年次有給休暇の取得促進を図りました。 
 

年次有休暇取得状況 平均行使日数 行使率 
平成１７年度 １５．８日 ４０．８％ 
平成１８年度 １５．１日 ３９．５％ 
平成１９年度 １４．８日 ３７．５％ 
平成２０年度 １４．６日 ３８．５％ 
平成２１年度 １４．９日 ３８．６％ 

計 １５．０日 ３９．０％ 
 

子の看護休暇取得状況 行使人数 
平成１７年度 ３５人 
平成１８年度 ４０人 
平成１９年度 ４４人 
平成２０年度 ４０人 
平成２１年度 ５０人 

計 ２０９人 
 
（７） その他の取組 

① 男女がともに家庭生活と社会活動に責任を負い、両立させていくためにも、男女共同参
画意識の啓発を図り、家事・育児への男性の参加を促すため、男女共同参画の意識啓発

のための職員研修を平成２１年４月に実施しました。 
② セクシャルハラスメント防止ため、管理・監督者を対象にした職員研修会を平成２２年
２月に実施しました。 


